
 

農政部優良工事施工者表彰選考基準の運用基準 

 

 

平成２１年４月１日付け農整第８５０号 

一部改正 平成２６年４月１日付け農整第 ４８ 号 

一部改正 平成２８年３月２２日付け農整第９７８号 

 

（目的） 

第１条 この細則は、岐阜県優良工事施工者表彰実施要綱（以下「実施要綱」という）第７

条の規定に基づき、農政部の所管にかかる農政部優良工事施工者表彰選考基準細則を定め

ることにより、優良工事施工者の農政部長表彰及び発注機関の長による表彰の適正な選考

に資することを目的とする。 

 

 （表彰） 

第２条 農政部優良工事施工者表彰選考基準（以下、「選考基準」という。）第４における「特

に優良と認められる場合」とは、別紙「優良工事表彰評価シート」（以下、「評価シート」と

いう。）に従い評価を行い、農政部優良工事施工者表彰審査委員会運営要領（以下、「運営要領」）

という。）第７条に定める部会（以下、「部会」という。）における平均点数が４０点以上の場

合とする。ただし、部会における平均点数とは、運営要領第３条第３項に定める部会員（以下、

「部会員」という。）の評価点数の最大値と最小値を除いた平均点とする。 

２ 選考基準第４における「優良と認められる場合」とは、評価シートに従い評価を行い、部

会における平均点数が２０点以上４０点未満の範囲にある場合とする。ただし、部会におけ

る平均点数とは、部会員の評価点数の最大値と最小値を除いた平均点とする。 

 

（表彰の審査） 

第３条 優良工事施工者の表彰の選考において審査する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）選考基準第２に規定する要件を満足していること。 

 （２）農政部長表彰にあっては第２条第１項の要件、農政部発注機関の長表彰にあっては第２

条第２項の要件を満足していること。 

２ 表彰は、部会により選定案を検討し、運営要領第３条に定める委員会において決定するもの

とする。 

 

 

 

 

（附則） 

 この細則は、平成２１年４月１日より施行する。 

 この細則は、平成２６年４月１日より施行する。 

この細則は、平成２８年３月２２日より施行する。 



資料番号

業者名

Ⅰ　共通事項

評価項目 基準 配点 チェック 評価 備考
１位 15
２位 10

３位以下 5
８６点以上 5

８０点以上８５点以下 0
基幹施設 5

一般施設 0
補足事項： ① 事務所からの推薦書に記載されている順位

② 事務所からの推薦書に記載されている工事成績評定点

③ 施設の重要度により、区分

Ⅱ　個別事項
基準 配点 チェック 評価 備考

特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
特に評価できる取組 10
１項目以上該当 5

なし 0
補足事項 ①～⑰：農政部優良工事施工者表彰選考基準　別表「候補者の推薦評価基準」による。

0

注意事項 備考欄には、「特に評価できる取組」と判断した項目を記載すること。 評価者氏名

⑮
Ⅴ　地域貢献
ｂ：イメージアップ

優良工事表彰評価シート

評価項目

Ⅴ　地域貢献
ａ：活動への参画

⑯
Ⅴ　地域貢献
ｃ：災害救援

⑭

合計点数（評価点）

⑰
Ⅴ　地域貢献
ｄ：その他

Ⅲ　創意工夫
ａ：施工体制確立

⑤
Ⅱ　困難克服（２）
ｂ：通行者への配慮

②

③
Ⅰ　困難克服（１）

ｃ：その他

⑪

⑥
Ⅱ　困難克服（２）

ｃ：その他

⑧
Ⅲ　創意工夫

ｂ：出来形・品質向上

⑩
Ⅲ　創意工夫
ｄ：その他

③

①
Ⅰ　困難克服（１）

ａ：厳しい施工条件の克服

Ⅰ　困難克服（１）
ｂ：自然条件の克服

重要度

農林事務所の推薦順位

工事成績評定

①

②

④
Ⅱ　困難克服（２）

ａ：騒音・振動など配慮

⑬
Ⅳ　安全性向上
ｃ：その他

Ⅳ　安全性向上
ａ：労働災害撲滅

⑦

⑫
Ⅳ　安全性向上
ｂ：作業環境向上

⑨
Ⅲ　創意工夫

ｃ：新技術・新工法

ダム トンネル
橋梁

（橋長20m以上）
特殊基礎

上記以外一般施設

基幹施設

 

別紙 


